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１． 総合計画策定方針について 

・（仮称）新東大阪市総合計画策定方針（平成30年 2月に庁内決定）の全文を示します。 

（P.1～P.10） 

（仮称）新東大阪市総合計画策定方針 

平成３０年２月 

経営企画部企画室 
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１．東大阪市を取り巻く社会情勢の動向 

(1)人口減少社会の到来 

本市の総人口は昭和50年から昭和60年にかけて52万人を超えていたが、その後は 

ゆるやかな減少が続いている。  

平成12年には生産年齢人口（15～64歳）が減少に転じ、高齢者人口（65歳以上）が 

年少人口（0～14歳）を逆転した。以降は、生産年齢人口の減少と高齢者人口の増加が

顕著な状況である。 

このような状況の中、平成28年 3月に、東大阪市の人口の現状と将来展望に基づき、

将来のまちの姿を明らかにすることを目的として、東大阪市人口ビジョンを策定した。 

総人口と年齢３区分人口の推移 

262,872

318,001

443,081

500,173
524,750

521,558

522,805

518,319

517,232

515,094

513,821

509,533

502,784

356,442

370,003

381,117

381,319

366,297

345,873
309,366

295,365

127,180
109,200

86,463
75,656

72,750 70,990 62,228 59,078
37,455 43,081 49,162 59,715

74,995
94,644

114,601
134,685

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

昭

和
30
年

昭

和
35
年

昭

和
40
年

昭

和
45
年

昭

和
50
年

昭

和
55
年

昭

和
60
年

平

成

２
年

平

成

７
年

平

成
12
年

平

成
17
年

平

成
22
年

平

成
27
年

総数

0-14歳

15-64歳

65歳以上

（人）

資料：国勢調査 

3



人口ビジョンと社人研推計の比較（総人口） 

(2)少子高齢化 

  一人の女性が一生に産む子どもの数の平均を示す数値である合計特殊出生率の本市の

状況は、全国、大阪府よりも低い値で推移している。一方で、0～14 歳人口の減少幅が

大きくなっている状況である。 

  また、高齢者数は一貫して増加傾向にあり、高齢化率も高くなっている。平成31年度

（2019 年度）には後期高齢者（75 歳以上）が前期高齢者（65～74 歳）を上回ると推計

されている。 

合計特殊出生率の推移 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

人口ビジョン 509,534 498,664 486,392 471,440 454,794 437,641 421,304 404,962 388,396 370,704 352,643

社人研推計準拠 509,534 498,664 483,312 462,968 439,493 414,491 389,029 363,666 338,196 311,475 284,022
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平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

東大阪市 1.26 1.31 1.27 1.27 1.28

大阪府 1.31 1.32 1.31 1.39 1.37

全国 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44
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高齢者人口の推移・将来推計 

(3)財政状況 

  今後、人口減少の進展に伴い、市税をはじめとする歳入環境の大幅な好転が見込めな 

 い中、ラグビーワールドカップ2019の開催、モノレール南伸にかかる経費、義務教育環

境の整備、公共施設の老朽化への対応など、大きな財政負担を必要とする事業が予定さ

れていることから、依然厳しい財政状況となることが予測される。 

(4)地方自治法の動き 

  昭和 44年に改正された地方自治法では、市町村に「基本構想」の策定が義務付けられ

た。 

  各市町村では、基本構想を策定し、その下の基本計画や実施計画などにより具体的な

計画を策定し、基本構想とこれら計画の体系が「総合計画」と呼ばれている。 

  その後、地方分権改革の流れの中で、平成23年の地方自治法の改正において基本構想

の策定の義務付けが撤廃された。 

２．（仮称）新東大阪市総合計画の必要性 

本市は昭和42年の市制施行後、昭和43年に「東大阪市総合計画/基本計画」を、昭和

53年に「東大阪市総合計画」、平成14年に「東大阪市第２次総合計画」を策定し、まち

づくりを進めてきた。 

  平成 23年の地方自治法の改正により、基本構想の策定義務は廃止されたが、今後、本

格的な人口減少時代を迎える中、将来を見据えたまちづくりを進めていくためには、ま

ちづくりの基本理念や将来都市像を市民・事業者・行政等で共有することが重要であり、

各個別計画の上位計画として、まちづくりの方向性や指針を明らかにするためにも、現

計画期間終了後における新たな（仮称）新東大阪市総合計画を策定する必要がある。 

資料：住民基本台帳人口データ（各年９月末）を基に作成 
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(1)計画の位置づけと策定根拠 

（仮称）新東大阪市総合計画は、市民・事業者などすべての方と共有する総合的なま

ちづくりの羅針盤として策定していく必要があることから、市の最上位計画として策定

することの位置づけや根拠を明らかにしておく必要がある。 

  このことにおいて、市民の代表である市議会との合意のもとに、位置づけ・根拠を明

確にするために、「（仮称）東大阪市総合計画策定条例」を制定し、議会の議決を経るこ

ととする。 

(2)計画策定の基本方針 

市民、職員にとってわかりやすい計画とする 

・今後10年間の重点的な取組みを明確にした計画とする 

・個別計画との整合性と役割を明確にする 

・計画の実効性、機動性を担保するため適切な計画期間を設定する 

(3)計画策定の視点 

＜最重点事項＞ 

人口減少社会への対応 

「東大阪市人口ビジョン」によると、本市の人口は、本市誕生以来、昭和50年の

52万 4,750人をピークに停滞し、平成2年頃からは緩やかな減少が続いている。

今後、本格的な人口減少社会を迎え、平成52年（2040年）には人口が40万人を

割り、その後も減少が続くと予測されている。また、労働力人口の減少や高齢者

の増加などの人口構成の変化も看過できない状況にある。 

 このような背景のもと、平成28年（2016年）3月に人口減少の緩和等を目的と

した「東大阪市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（目標年次：平成 31 年（2019

年））を策定したところである。国における地方創生の考え方として、総合戦略の

期間終了後も新たな戦略の策定義務を課されるかは、現段階で未定であるが、目

標年次以後も、社会情勢、環境の変化等に伴う諸課題に対応をしていく必要があ

る。 

  上記の人口減少社会への対応を踏まえて、以下の視点に基づき計画を策定する。 

① 市のアイデンテティの確立と継承 

     日本の将来にとって地方創生が大きなテーマとなっている中、本市においても 

地域の特徴を生かした個性あるまちづくりが必要となっている。 

 「東大阪市第２次総合計画」では、「ラグビーのまち」や「モノづくりのまち」 

推進構想等を内容とする「元気都市推進構想」を進めてきた。「ラグビーのまち」 

推進構想では、この間、ラグビーワールドカップ2019や関西ワールドマスターズ

ゲームズ2021の花園ラグビー場での開催が決定し、「モノづくりのまち」推進 

構想では、中小企業振興条例、住工共生のまちづくり条例を定めるなど、本市の 

特色を生かしたまちづくりに向けて大きく１歩を踏み出した。 

 今後も、これまでの取組みを継承しつつ、より一層、本市の特色を生かしたま 

ちづくりを進めることで、本市のブランド力を高め、「訪れたいまち」「住みたい 

まち」「住み続けたいまち」を創造していく必要がある。 
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 ＊スポーツ（ラグビー）のまち  ＊モノづくりのまち 

 ＊大学（学生）のまち      ＊交通利便の良いまち     

 ＊すべての人（子ども、障害者、高齢者など）に優しいまち   など 

② 土地利用 

   平成 25年（2013年）に改訂された「東大阪市都市計画マスタープラン」は、 

目標年次を平成42年（2030年）とし、現基本構想の終了時である平成32年（2020 

年）に上位計画に合わせて見直しを行う予定としている。 

   また、平成 30 年度（2018 年度）の策定をめざし、「東大阪市立地適正化計画」

の検討を進めているところであり、今後、人口減少時代に向けての土地利用のあ

り方（コンパクトシティ）やまちの中心拠点などについては、（仮称）新東大阪市

総合計画の中に位置づけていく必要がある。 

③ まちづくりにおける市民参加 

     平成 2 年に策定した「新基本計画」の地域別計画として、7 つの地域区分をま

ちづくりを考えていく上での目安として設定した。この考え方は、現基本構想の

地域別整備構想に引き継がれ、「第２次総合計画後期基本計画」では、7つの各地

域の特性を生かした個性的なまちづくりを進めるため、市民が主体的に取り組む

内容を地域別計画としてまとめた。 

 この間、「自分たちのまちは自分たちでつくる」を合言葉とした「東大阪市版地

域分権制度」の構築に向けての取組みの中で、概ね中学校区を１つの地域の単位

とすることが打ち出された。また、高齢者施策においても日常生活圏域（概ね中

学校区）における地域包括ケアシステムの構築が掲げられている。 

 また、平成28年 6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において

も「小中学校区等の住民に身近な圏域で、住民が主体的に地域課題を把握して解

決を試みる体制づくりを支援する」ことが示されたところである。 

 このような状況のもと、今後のまちづくりにおいては、従来の７つの地域区分

から、生活圏域の中で行われる住民活動を主体とすることで、それぞれの住民の

「住みたいまち」「住み続けたいまち」づくりを進めるものとし、（仮称）新東大

阪市総合計画においては、地域別計画としては位置づけないものとする。 

④ 行財政運営 

   公共施設の再編整備、花園ラグビー場の改修、文化創造館の建設、モノレール 

の南伸、小学校普通教室の空調整備などの大型公共事業が予定されていること、 

また、中学校給食の実施や高齢者の増加など、今後も市財政にもたらされる圧力 

は増加すると見込まれる。 

 一方、歳入面においては、生産年齢人口の減少等による税収の減少も懸念され、 

また、交付金等の国からの財政措置も予断を許さない状況である。 

   今後も持続可能な都市経営を行うためには、効率的、効果的な行財政運営が求

められることから、そのための方向性を示す必要がある。 

   行財政改革プラン2015が平成31年度（2019年度）で最終となることから、計

画期間終了後の行財政改革の考え方との整合性を図りながら位置づけていく。 
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３．計画の構成及び期間 

（仮称）新東大阪市総合計画は、東大阪市人口ビジョンにおける人口推計の将来像を

踏まえ、平成52年（2040年）に約42万人、平成72年（2060年）に約35万人の人口を

維持することを目標とし、将来の人口構成の変化を見据えたまちのあり方を念頭におき

つつ、そのために今後10年間で目指すべきまちの姿を定め、「いま」何を行うべきかを

施策体系ごとに基本的な目標を設定し取組むものとすることから、計画の構成は、基本

構想、基本計画、実施計画の3層とし、計画の期間については、基本構想及び基本計画

は10年間、実施計画は3年間とする。 

また、市民意識調査や人口動向を確認しながら必要に応じて見直しを行うこととする。

４．（仮称）新東大阪市総合計画の体系イメージ 

基本構想では、東大阪市の将来都市像を設定し、めざすまちの姿を示すものとする。基

本計画では、基本構想に基づき施策を位置づけるが、人口減少社会への対応にあたるもの

は重点施策とし、それ以外のものは基本施策とする。実施計画では、重点施策、基本施策

に基づき、実施すべき具体的な事業計画を位置づける。 

基本計画 基本構想実現に向けた行政施策とその方向性を示す

【計画期間：10年間】

実施計画 重点施策・基本施策ごとの具体的な事業計画

【計画期間：3年間】

基本構想 東大阪市の将来都市像、めざすまちの姿を示す

【計画期間：10年間】

基本施策

子ども・子育て、健康・福祉、モノづくり・雇用

スポーツ・文化、環境、都市整備、都市経営 など

重点施策（人口減少社会への対応を踏まえ設定）

少子高齢化への対応

産業の活性化

住んでよし・訪れてよしの魅力の創造

安全・安心のまち など

8



５．策定スケジュール 

平成 31 年度（2019 年度）の基本構想、基本計画策定、平成 32 年度（2020 年度）の

実施計画策定に向けて検討を進め、平成 33 年度（2021 年度）より新総合計画をスター

トする。 

平成 29年度（2017年度）

◆策定方針の決定 

◆総合計画策定条例の上程、議決 

平成 30年度（2018年度）

◆総合計画の検討 

・庁内検討組織の立ち上げ、検討 

・市民参画の推進、意見把握 

・総合計画審議会での審議 

平成 31年度（2019年度）

◆総合計画の検討、基本構想・基本計画策定 

・庁内検討組織による検討 

・市民参画の推進 

・総合計画審議会での審議、諮問・答申 

平成 32年度（2020年度）

◆第１次実施計画検討・策定 

平成 33年度（2021年度）

新総合計画スタート 
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６．策定体制 

策定委員会及び総合計画審議会において、基本構想及び基本計画の素案について検討を

行い、適宜市民や市議会からの意見を聴き、必要に応じて反映しながら、策定に向けて進

めていく。 

・市長を本部長とする全庁横断体制 

    策定委員会（部長級）と検討部会の設置 

  ・総合計画審議会への諮問 

  ・大学や専門家との連携 

  ・市民等の参画 

    市民アンケート、パブリックコメント等による市民意見の反映 

市 長

素案の検討

策定委員会

検討部会

諮問

答申

総合計画

審議会

市民等の参画

公募市民

意見

報告

提案

議決

意見

報告

市議会
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２． 東大阪市を取り巻く社会環境変化や現状について 

(1) 今後想定されるリスク（脅威）について 

○人口減少 

【人口推計】 

・新総合計画の目標年次である2030年、さらにその先にかけて人口減少が予想され

ている（2030年の本市人口：約45万人。2015年に比べ約10%減（国立社会保障人

口問題研究所、東大阪市人口ビジョンによる推計値））。 

図表2 東大阪市の人口推計 

   資料：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）、 

東大阪市人口ビジョン 

      ※注）H30.3推計：2015年国勢調査結果をもとに国が推計した人口 

東大阪市人口ビジョン：2010年国勢調査結果による国の人口推計をもとに、今後人口減少対策を

実行した場合に想定される市が推計した人口 

・2015～2045年の人口変化をみると、大阪府内平均や、大阪府内の人口20万人以上

の自治体より、総人口、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）の減少

率が大きい。 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

H30.3推計 502,784 490,858 473,510 453,193 432,481 412,782 394,168

市人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ 509,534 498,664 486,392 471,440 454,794 437,641 421,304 404,962

502,784

412,782

394,168

509,534

498,664

421,304

404,962

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

H30.3推計

市人口ﾋﾞｼﾞｮﾝ

(人)
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図表3 大阪府内市町村別人口の推移：人口規模順（2015→2045年）

資料：2015年実績値「平成27年国勢調査」、2045年推計値：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計（平成30（2018）年推計） 

12



【人口構成】 

・2030年の人口構成を大阪府や全国の状況と比較すると、0～14歳及び70歳以上の

減少が見られる。特に、大阪府との比較では、25～54歳の女性の減少も目立つ。 

図表4 人口ピラミッドの比較（上：東大阪市×大阪府、下：東大阪市×全国）

資料：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）
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・2030年の人口構成を「東大阪市人口ビジョン」（＝市の今後の人口の目標値）と比

較すると、0～9歳及び60歳以上の減少が目立つ。 

図表5 人口ピラミッドの比較（市人口ビジョン×国の推計値）

資料：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計） 

東大阪市人口ビジョン 
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010,00020,00030,000
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80～84
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（歳）
2030年

総人口

454,794人

社人研

453,193人

団塊の世代＝81～83歳
団塊ジュニア＝56～59歳

人口ビジョン H30社人研 社人研-人口ビジョン
年齢 男 女 男 女 男 女

0～4歳 9,458 8,974 7,228 6,871 -2,230 -2,103

5～9歳 8,797 8,309 7,955 7,398 -842 -911

10～14歳 8,650 8,165 9,343 8,114 693 -51

15～19歳 9,125 8,432 10,704 9,338 1,579 906

20～24歳 10,253 9,451 12,809 10,962 2,556 1,511

25～29歳 11,019 10,270 11,779 11,785 760 1,515

30～34歳 12,138 11,341 12,188 12,092 50 751

35～39歳 12,254 11,162 11,628 11,481 -626 319

40～44歳 11,983 10,789 12,095 11,759 112 970

45～49歳 12,491 11,770 13,135 13,070 644 1,300

50～54歳 14,631 14,118 15,229 15,547 598 1,429

55～59歳 19,756 19,529 20,135 20,521 379 992

60～64歳 18,231 18,206 17,853 17,998 -378 -208

65～69歳 15,281 15,630 14,545 14,680 -736 -950

70～74歳 11,488 12,873 11,010 11,566 -478 -1,307

75～79歳 11,726 14,527 11,262 13,069 -464 -1,458

80～84歳 12,635 17,576 12,103 16,023 -532 -1,553

85～89歳 7,326 12,985 7,097 11,621 -229 -1,364

90歳以上 3,966 9,481 3,379 7,821 -587 -1,660

合計

0-14 52352 11.5% 46,909 10.4%
15-64 256949 56.5% 272,108 60.0%
65- 145492 32.0% 134,176 29.6%

454,794 453,193 -1,601
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・老年人口（65歳以上）の割合は、2015年は 27.7%であるが、年々上昇し、2035年

に 30%を超え、2045年には35.9%まで上昇する。 

図表6 年齢3区分別将来人口の推移（老年人口は65-74歳、75歳以上に区分） 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）

・老年人口を65-74歳と75歳以上に分け、その将来人口の推移を見ると、2020年に

は75歳以上人口が65-74歳人口を上回る。75歳以上人口は2025年に 85,200人

（2015年比23,981人増）とピークを迎える。 

図表7 65-74歳及び75歳以上将来人口の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）
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⇒◎本市は、大阪府下において速いスピードで人口減少が進み、その中でも年少人

口、生産年齢人口の減少が進む。また、全国と比較しても、年少人口の減少ス

ピードが速い。 

 ◎75歳以上人口は2025年にピークを迎え、2015年と比べ約24,000人と急激に増

加する。 

 ◎本市の人口ボリュームの多くを占める団塊の世代、団塊ジュニア世代は、2030

年頃から80代、60代に差し掛かり、2030年から2040年にかけて高齢化のスピ

ードが加速する。 

子育て、教育、医療、介護、インフラ、公共施設、公共交通、 

空間管理、治安、防災、労働、産業など 

自治体行政の主要分野で様々な課題が想定される 
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○財政状況 

・歳出における義務的経費が占める割合が5割以上となっており、財政の硬直化が

進んでいる。 
図表8 歳出経費の内訳 

資料：東大阪市 

※注）義務的経費：人件費、公債費、扶助費で構成。義務的経費の割合が小さいほど財政に弾力性があ

り、比率が高くなると財政の硬直度が高まる。 

       投資的経費：道路・橋梁、公園、学校、公営住宅の建設等、社会資本の整備に要する費用。 

・義務的経費の内訳をみると、人件費が減少する一方で、扶助費が増加している。 

図表9 義務的経費の内訳

資料：東大阪市 

※注）扶助費：社会保障制度の一環として、生活困窮者、児童、老人、心身障害者等を援助するた

めに要する経費。  
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⇒◎今後さらなる人口減少、高齢化により、歳入においては税収減少、歳出におい

ては義務的経費の占める割合が高いまま推移すると予想される。特に、2030年

にかけて75歳以上人口の増加が顕著であり、後期高齢者医療や介護保険などの

社会保障費の負担が大きくなると予想される。あわせて公共施設の老朽化への

対応などの経費増加が見込まれる。 

財政運営は今後さらなる厳しい状況が続く
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○自然災害発生リスクの高まり 

 ・南海トラフの地震発生確率（M8～9クラス）は10年以内に30%程度、30年以内に

70%～80%と確率が高まっている。本市に影響が大きいとされる生駒断層帯、上町

断層帯の地震発生確率も高いもしくはやや高いと評価されている。 

図表11 長期評価による地震発生確率値 

地震 マグニチュード 地震発生確率 

海溝型地震 

南海トラフ 8～9クラス 10年以内：30％程度 

30年以内：70%-80％ 

活断層で発生する地震 

上町断層帯 7.5程度 30年以内：2%-3% 

（発生確率が高い） 

生駒断層帯 7.0～7.5程度 30年以内：ほぼ0%-0.2% 

（発生確率がやや高い） 

資料：地震調査研究推進本部 長期評価による地震発生確率値（算定基準日平成30(2018)年 1月1日） 

より作成 

 ・東大阪市の平地部は土地が低く、降った雨がそのまま河川に流れ込まず、浸水被

害が起こりやすい。また、生駒山麓は土砂災害の危険性が高い。そのような特性

のなか、近年、ゲリラ豪雨などの発生が増加傾向にある。 

図表12 最近の気象状況の変化について 

資料：総務省会議資料（㈱ウェザーニュース作成） 
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 ⇒各分野で想定される課題について、今後分析・検討を進める 

自然災害発生確率が高まるなか市民の安全を守るため 

リスクに備えた行政運営が必要 
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（2）国の有識者会議で示された今後自治体が抱えると想定される課題 

総務省の有識者会議である自治体戦略2040構想研究会で示された、2040年頃までに

想定される各分野における自治体行政の課題をまとめた「自治体戦略2040構想研究会

報告」より、本市においても想定される課題を一部抜粋。 

【個別分野の課題】 

①子育て・教育 

・少子化対策や女性の活躍推進が結実すれば、保育所ニーズは増加する。男性も女

性も働くことを前提とした保育ニーズの変化に対応した子育て環境の整備が求め

られる。 

・学校が老朽化し、更新時期を迎える一方、児童生徒数の減少により、小規模校や

廃校が生じる。 

・外国語教育、プログラミング教育等、子供たちが未来の創り手として求められる

資質・能力が変わる。 

②医療・介護 

 ・高齢者（特に85歳以上の高齢者）が2040年にかけて増加。介護ニーズ、入院

ニーズが増加。 

 ・介護人材の需給ギャップが拡大。 

 ・一人暮らし高齢者が増加。 

 ・高齢化による疾病構造の変化（回復期ケアの需要拡大）により「治す医療」か

ら「治し、支える医療」への転換が求められる。 

 ③インフラ・公共施設 

 ・老朽化したインフラ・公共施設が増加。 

 ・水道料金が上昇するおそれがある。 

 ・インフラ・公共施設の将来の更新費用は、現状の更新費用を上回るおそれがあ

る。 

 ・社会資本の維持管理・更新業務を実施する体制確保が求められる。 

 ・移動手段の確保が必要な高齢者が増加。 

④空間管理、治安・防災 

 ・人口減少により「都市のスポンジ化」やDID（人口集中地区）の低密度化が進行。 

 ・空き家や所有者不明土地の増加が見込まれる。 

 ・首都直下地震（M7クラス）、南海トラフ地震（M8～9クラス）の発生確率は、30

年以内に70%程度と高い状況。 

 ・不正送金や特殊詐欺など新たな形態の犯罪が増加。 

 ・救急搬送人員数が増加。 

 ⑤労働・産業・テクノロジー 

 ・生産年齢人口の減少が加速するが、若者、女性、高齢者の労働市場への参加が

進まない場合には、労働力人口は大きく減少。 

 ・現在有効求人倍率が高い介護、看護、保育・建設・運輸等では将来的にも労働

力不足が生じる見込み。 

 ・就職氷河期に就職した世代（1967-1976生）は、就業意欲がある長期失業者、無

業者が多い。 

 ・開業率・廃業率が低水準に止まり、産業の新陳代謝が低調。 

 ・観光業は、東アジアなど近隣国の市場拡大に伴い、更なる成長の余地がある。 

 ・技術革新により従来技術を使った製造業の競争優位が失われるおそれ。 

・ロボットやAI（人工知能）と共存・協調する社会の構築が求められる。 
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【自治体行政】 

・人口減少が進む2040年頃には更に少ない職員数での行政運営が必要になる可能

性。 

・社会保障にかかる経費（民生費）や老朽化した公共施設・インフラの更新に要す

る費用（土木費・教育費等）の増大が想定される。 

・歳入では、所得や地価が減少・下落すれば地方税収が減少する可能性。 
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３． 将来像設定の視点 

・人口減少に伴う課題をはじめとした各分野における課題を克服するため、市民と将来

像を共有し、ともに将来の東大阪市をつくっていくことが重要です。 

・このため、将来像（東大阪市が目指すまちのイメージ）と、それを実現するために今

後10年間に重点的に取り組む施策などを、明確に示します。 

将来像設定の視点 

 ①リスクを減らす ②ギャップを埋める ③特徴を伸ばし発展のために活かす 

①リスクを減らす 

  各分野で今後想定される課題に対するリスクを最小限にとどめる。 

  （例）年少人口、生産年齢人口の減少に対応するため、子育て世帯の増加に向けた

施策の充実を図る 

 ②ギャップを埋める 

近隣都市や同規模の都市と比較し弱みとなっている分野、市民の期待度は高いも

のの達成状況が追いついていない分野について、目指すべき水準を定めギャップを

埋める。 

（例）緑や公園を求める市民の声に対応するため、より多くの人が緑に親しんだ

り公園を利用することができるよう、取組みの充実を図る。 

（参考）平成29年度市民意識調査報告書 

    「水と緑に親しめるまち」･･･満足と思う割合19.6%、期待する割合74.4% 

  ③特徴を伸ばし発展のために活かす 

    本市の特徴や、社会状況の変化により発展が見込めそうな分野を、市の発展のた

めに積極的に活かす。 

（例）発展可能性のキーワード 

○市の特徴 

スポーツ（ラグビー）、産業（モノづくり） 

○訪日外国人の増加 

○交通網のさらなる発展（モノレール） 

○文化の発信拠点の誕生（文化創造館）  など 

⇒現状と課題の分析、現在実施している政策の評価、市民アンケート、ワークシ

ョップ等により、どの分野に注力すべきか検討を進めます 
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４． 今後のスケジュール 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

基礎資料の
作成

第2次総合計画
の総括

各種調査

政策決定
基本構想

（案）
の決定

基本計画

（案）
の決定

策定委員会
（部会含む）

審

議
会
審議会

【諮問】
基本構想

（素案）

審議 審議 審議
【答申】
基本構想

（素案）

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
基本構想
（素案）
ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

基本計画
（素案）
ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

その他の
市民意見聴取

基本構想

（素案）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

基本構想
（案）
提案

◆市民参画について ◆庁内での検討について

○アンケート調査（転入転出者アンケート、市民アンケート） ○若手職員の意見聴取

・転入転出者アンケート（対象：H29年度に転入・転出した人、各1000人） ・将来像の設定にあたり、　所属の枠を超えた自由な意見交換の場を設定。

　移動理由を把握することで、本市の強み、弱み等を把握する。 　（平成30年10月頃を予定）

・市民アンケート（対象：市民4000人） ○部会の設置

　市政の満足度、今後の市政の期待度を分野別に把握する。 ・基本構想の策定に関する部会

○ワークショップ 　重点施策となる分野について、分野毎に部会を設置する

　将来像の設定にあたり、重要テーマ（２つ程度）について、１テーマにつき１回完結の形式で、 　（立上げ時期は平成30年11月頃を予定）

　市民の意見をいただくために開催。 ･基本計画の策定に関する部会

　参加者の募集は、アンケート調査協力者に参加を募るのをはじめ、 　総合計画の施策の柱（部門）毎に、部会を設置

　興味のある市民を広く募集する。

○シンポジウム →検討状況等について、適宜策定委員会へ報告

　基本構想（素案）についてパブリックコメントで意見聴取する前に、

　その内容を市民に知っていただくために開催。

○パブリックコメント

　基本構想（素案）、基本計画（素案）について広く市民の意見を聴くために実施。

基本計画（素案）の検討

市議会

平成30（2018）年度

基本構想（素案）の検討

庁

内
で

の
検

討

市民意見聴取
（ワークショップ）

・社会環境変化、人口等推計
・市の強み・弱み分析　等

課題整理

市

民
参

画

内　容
平成31（2019）年度

調
査

・
分

析
・転入転出者アンケート調査

・市民アンケート調査

検証、課題整理

2
4


